
【もっと見たいない応募規約】 

《応募について》 

・胎内市内で応募者本人が撮影し、著作権を有する写真に限ります。 

・何度でも応募できますが、写真は未発表のものに限ります。ただし、個人的なホーム

ページ等で公開した写真、審査のない写真展に出品した写真は応募できます。 

・人物が写った写真は、事前に承諾を得るなど肖像権の侵害等が生じないよう応募者本

人の責任で対応してください。 

・応募者が未成年の場合、保護者の同意を得た上でご応募ください。 

・応募写真は当企画以外にも胎内市の広報活動、印刷物の発行などの際に、無償で使用

することに承諾したものとします。 

 

《注意事項》 

・応募した写真で肖像権等の第三者の権利侵害があった場合、胎内市は一切の責任を負

いません。 

・著作権に違反する写真、公序良俗に反する写真、他人のプライバシーを侵害する写真

が応募された場合は無効とさせていただきます。 

・写真の掲載に関して、第三者との間で紛争が生じた場合は、投稿者は自らの責任と費

用により当該紛争を解決するものとします。 

・応募にかかる費用などは応募者の負担となります。 

        

《その他》 

・選考過程のお問い合わせには対応しかねますのでご了承ください。 


